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新型コロナウイルス感染拡大防止対策の再徹底のお願いについて（通知） 

 

 日頃、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に御理解、御尽力いただき感謝申し上げ  

ます。 

 各施設・事業所（以下「施設等」という。）においては、「新型コロナウイルス感染拡大

防止対策の再徹底について（通知）」（令和２年１２月１７日付け高第１６６３号）等を踏

まえ、事業を継続していただいているところですが、千葉県において、過去最多の新規感

染者が発生するなど深刻な状況にあります。県内の高齢者施設等において、引き続き感染

者が発生しており、職員や利用者が行き来している施設等において同時期に感染者が発生

する事例が複数発生しております。 

今一度、年末年始に向けて、動画、資料、厚生労働省及び県のチェックリストを活用  

いただくとともに、下記事項に留意いただき、基本的な感染防止策の徹底をお願い    

いたします。 

 なお、同通知において、入所系施設等には、令和２年１２月２５日（金）までに県作成

のチェックリストの提出をお願いしておりますので、未提出の場合は下記担当班あてに 

メールにて御提出をお願いします。 

記 

１ 職員は、出勤前に体温を計測し、記録するとともに、職員及びその家族が少しでも  

体調不良の場合は自宅待機とすること。また出勤時にも体温を計測し、施設等におい

ても、職員の体温等の記録を残すとともに、体調不良の場合は速やかに帰宅させるこ

と。 

 

 



２ 必ず出勤を求められる職種については、代替職員をあらかじめ確保するなど、    

体調不良時に出勤することがないよう配慮すること。 

 

３ 業務時間、業務時間外も含め「3つの密」（密閉・密集・密接）が生じる場を徹底して

避けること。 

 

４ 利用者、入居者、入所者の健康管理（体温計測、症状の有無等）を行うこと。 

 

５ 「こまめな手洗い、手指消毒」、「うつらない・うつさせないためのマスクの着用」、 

マスクをはずしての会話は厳に慎むこと。 

 

６ 感染リスクが高い場所への不要不急の外出は控えること。買い物等で外出する場合は、

人数や時間を最小限にするなどの対策を講じること。 

 

７ 適度な換気と加湿を心掛けること。 

 

８ パソコンやエレベーターのボタンなど複数の者が触れる箇所は定時的に消毒を行う 

こと。 

 

９ 食堂や詰め所でマスクをはずして飲食する場合、密にならないように時間をずらす 

などにより、他の職員と一定の距離を保つこと 

 

10 チェックリストによる定期点検を行うこと 

 

※ 入所者、入居者が万が一感染した場合、入院する際に、医療機関からどこまで    

治療するかについて意思確認を求められることがありますので、御承知おきください。 

 

 

 

以上 

 

【問い合わせ・回答先】 

事業所及び介護老人保健施設：介護事業者指導班 

電話043-223-2386 FAX043-227-0050 

E-mail kaigojigyou@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

入所施設（介護老人保健施設を除く）:法人支援班 

電話043-223-2350  FAX043-227-0050 

E-mail kourei5@mz.pref.chiba.lg.jp 


